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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年６月23日に提出した第42期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

（重要な後発事象）

(7） 新株予約権の行使の条件

　

２　財務諸表等

(1）財務諸表

（重要な後発事象）

⑦  新株予約権の行使の条件 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿線で示しております。

（訂正前）　

第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

（重要な後発事象）

（7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを要する。た

だし、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

②　新株予約権の相続はこれを認めない。　

③　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。 

④  その他、新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権が付与される者との間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによる。

２　財務諸表等

(1）財務諸表

（重要な後発事象）

⑦　新株予約権の行使の条件

イ　新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを要する。た

だし、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りではない。

ロ  新株予約権の相続はこれを認めない。　

ハ  新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。

ニ  その他、新株予約権の行使の条件は,当社と新株予約権が付与される者との間で締結する新株予約権

割当契約に定めるところによる。
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（訂正後）　

第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

（重要な後発事象）

（7）新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社

の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当

な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではな

い。

２　財務諸表等

(1）財務諸表

（重要な後発事象）

⑦　新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社

の取締役又は監査役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当

な事由により、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合はこの限りではな

い。
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